様式５
確認書


１．	申請する活動は、大分県森づくり提案事業実施要領（以下「要領」と称す）第３の２　に定める活動に該当しないことに相違ありません。

２．	当団体は、消費税法の規定における
　　（□ 免税事業者　　□ 簡易課税事業者　　□ 原則課税事業者）で相違ありません。

３．実績参加者数が申請（予定）参加者数を下回った場合、補助金額が減額又は補助対象外となることについて、理解しました。

４． 要綱、要領の内容を確認し、補助条件（要綱第４条）、交付単価及び補助対象経費（要領第４）、その他必要な書類などについて、理解しました。

５. 	活動の実施にあたっては関係法規を確認し、遵守します。

６. 　自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。
（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
（２） 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
（３） 暴力団員が役員となっている事業者
（４） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者
（５） 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者
（６） 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者
（７） 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者
（８） 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

7.　6の（１）から（８）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。


年　　月　　　日


    大分県　　　振興局長　　　　　　　　　殿




　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　      所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　団　 体　 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　


